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イ
ン
ド
土
地
制
度
史
研
究

　
　

－
史
料
を
中
心
に
Ｉ

昭
和
四
十
七
年
一
月

　

東
京

Ａ
５
判

　

三
六
六
頁

松

　

井

　

透

　

編

東
京
大
學
出
版
會

　

一
、
近
頃
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
に
開
す
る
論
孚
が
再
び
活
溌
に
な
り
つ

つ
あ
る
。
そ
の
諸
論
の
中
で
「
ア
ジ
ア
的
」
な
る
祀
會
形
態
の
典
型
例
と
し

て
、
し
ば
し
ば
イ
ン
ド
が
引
用
さ
れ
、
論
及
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
。

イ
ン
ド
史
研
究
の
側
か
ら
す
る
質
霊
的
も
し
く
は
理
論
的
な
議
論
の
參
加
は
、

必
ら
ず
し
も
十
分
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
史
料

・
地
域
の
多
様
性
に
よ
る
桧
霊
の
不
足
が
あ
げ
ら
れ
、
集
中
的
な
論
争
（
例
え

ば
「
イ
ン
ド
封
建
制
」
論
）
の
不
徹
底
と
い
う
鮎
で
日
本
史
、
中
國
史
研
究
に

比
し
て
お
く
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
イ
ン
ド
の
祗
會
経
済
構
造
の
賓
屋
的
研
究
が
、
次
つ

ぎ
と
翌
表
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
す
で
に
、
「
イ
ン
ド
史
に
お
け
る
土
地
制
度
と
権

力
構
造
」
な
る
論
文
集
が
、
東
京
の
イ
ン
ド
史
研
究
會
の
共
同
研
究
の
成
果
と

し
て
刊
行
さ
れ
た
が
、
本
論
文
集
は
、
第
二
の
成
果
と
も
い
え
る
も
の
で
あ

つ
て
、
各
論
文
に
對
し
て
、
詳
細
な
紹
介
。
批
判
を
す
る
０
は
困
難
で
あ
る
Ｏ

で
、
各
論
文
の
概
要
を
紹
介
し
つ
つ
、
若
干
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
き
た
い
。

　

二
、
編
者
に
よ
れ
ば
、
本
論
文
集
の
意
圖
は
、
軍
な
る
史
料
集
に
と
ど
ま
ら

ず
、
史
料
全
頒
の
分
析
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
諸
問
題
を
、
「
そ
の

時
代
の
よ
り
廣
い
一
般
的
問
題
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
追
及
す
る
こ
と
」
で

あ
り
、
古
代
よ
り
現
代
に
至
る
各
時
代
と
、
イ
ソ
ド
ー
パ
キ
ス
タ
ソ
を
形
成
す

る
各
地
域
と
に
開
係
す
る
論
文
集
の
作
成
で
あ
っ
た
。
全
十
三
篇
は
、
ほ
ぼ
時

代
順
に
排
列
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
薗
裁
は
概
ね
、
原
史
料
の
邦
詳
、
そ
の
注

憚
、
史
料
内
容
・
性
格
の
分
析
、
で
あ
る
。
左
の
目
次
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に

近
・
現
代
が
主
で
あ
り
、
地
域
的
に
は
南
イ
ン
ド
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

山
崎
元
一

山
崎
利
男

辛
島

　

昇

小
谷
汪
之

松
井

　

透

柳
津

　

悠

る
。
本
書
は
、
「
東
洋
文
化
」
（
東
京
大
學
東
洋
文
化
研
究
所
）
五
〇
・
五
一
合

　

高
畠

　

稔

併
読
（
一
九
七
一
）
に
掲
出
さ
れ
た
論
文
の
う
ち
、
一
篇
を
創
除
し
て
、
新
た

に
二
篇
を
加
え
、
更
に
各
論
文
に
訂
正
・
加
筆
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

深
潭

　

宏

　

本
書
所
載
の
諸
論
文
は
、
對
象
時
代
が
古
代
よ
り
現
代
に
わ
た
り
、
史
料
内

　

多
田
博
一

容
・
史
料
原
語
と
も
多
様
で
あ
り
。
且
つ
、
各
論
と
も
推
測
部
分
が
多
い
。
従

　

松
井

　

透

　

「
佛
典
に
記
述
さ
れ
た
古
代
イ
ン
ド
の
村
落
」

　

「
ヴ
ィ
シ
’
ヌ
シ
ェ
ー
ナ
の
五
九
二
年
碑
文
に
み
え
る
法
規
定
」

　

「
村
落
共
同
健
に
関
す
る
チ
ョ
ー
フ
朝
刻
文
」

　

「
十
八
世
紀
マ
ラ
ー
タ
王
國
に
お
け
る
水
利
問
題
－
イ
ン
ド
村
落

共
同
健
論
の
再
検
討
の
た
め
に
Ｉ
」

　

「
初
期
の
ベ
ン
ガ
ル
統
治
と
ウ
″
リ
ア
ム
＝
ボ
ル
ツ
」

　

「
十
八
世
紀
末
南
イ
ン
ド
に
お
け
る
土
地
保
有
関
係
－
『
イ
ギ
リ

ス
下
院
イ
ン
ド
問
題
特
別
委
員
會
第
五
報
告
書
』
に
み
る
Ｉ
」

　

「
ム
ッ
タ
ー
タ
ー
リ
ー
制
に
つ
い
て
の
一
史
料
Ｉ
ミ
ー
ル
＝
グ
ラ

ー
ム

　

ア
リ
ー
の
訴
状
―
」

　

「
十
九
世
紀
中
葉
ナ
ー
シ
ク
近
逡
の
［
山
村
に
開
す
る
二
文
書
］

　

「
一
八
五
九
年
ベ
ン
ガ
ル
借
地
法
」

　

「
十
九
世
紀
ミ
ー
ラ
ト
に
お
け
る
土
地
所
有
と
地
主
小
作
開
係
」
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中
村
倚
可

　

「
南
イ
ン
ド
０
イ
ナ
ー
ム
村
に
っ
い
て
レ
ア
ピ
’
こ
ソ
ぞ
フ
ム
村

　
　
　
　
　

の
事
例
を
中
心
に
Ｉ
」

古
賀
正
則

　

「
會
議
派
に
よ
る
農
民
組
合
結
成
の
試
み
Ｉ
タ
ン
ト
ン
文
書
か

　
　
　
　
　

ら
Ｉ
」

大
内

　

穂

　

「
イ
ン
ド
政
府
内
務
省
報
告
（
一
九
六
九
年
一
二
月
）
に
み
る
イ

　
　
　
　
　

ソ
ド
の
農
業
問
題
」

　
　
　

三
、
次
に
各
論
文
の
内
容
を
概
観
す
る
。
山
崎
元
一
論
文
で
は
、
パ
ー
リ
語

　
　

佛
典
の
う
ち
主
に
「
ジ
ｙ

　
　

つ
、
そ
こ
か
ら
、
村
落
の
諸
形
態
、
土
地
所
有
槽
、
上
部
権
力
と
の
関
係
等
を

　
　

考
察
す
る
。
對
象
年
代
、
地
域
は
、
概
ね
紀
元
前
五
上
一
世
紀
の
ガ
ン
ジ
ス
流

　
　

域
中
心
の
地
域
で
あ
る
。
上
記
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
富
時
の
村
落
は
二
類
型
に

　
　

分
け
ら
れ
る
。
田
農
業
生
産
を
目
的
と
し
た
村
落
、
㈲
農
業
以
外
の
特
殊
機
能

　
　

を
果
す
村
落
で
あ
る
。
更
に
、
前
者
は
、
㈲
一
般
村
落
、
㈲
施
具
村
落
、
後
者

　
　

は
、
㈹
職
人
村
落
、
㈲
未
開
部
族
民
に
よ
る
血
縁
集
團
村
落
、
皿
そ
の
他
特
殊

　
　

の
村
落
に
分
か
れ
る
。
以
上
の
中
で
最
も
支
配
的
な
も
の
は
、
一
般
村
落
で
あ

　
　

り
、
そ
こ
で
は
、
耕
地
の
個
別
分
割
所
有
や
在
地
富
豪
層
、
都
市
住
民
（
都
市

　
　

の
豪
商
・
ギ
ル
ド
長
）
に
よ
る
大
土
地
所
有
が
み
ら
れ
、
且
つ
、
奴
隷
・
傭
人

　
　

に
よ
る
農
業
経
管
も
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ン
ド
の
土

　
　

地
制
度
に
特
徴
的
な
村
落
施
具
に
つ
い
て
、
次
の
諸
鮎
を
指
摘
す
る
。
一
般
に

　
　

は
王
に
よ
る
。
、
バ
ラ
モ
ン
に
對
す
る
施
奥
村
落
と
考
え
ら
れ
る
ｂ
ｒ
ａ
ｈ
ｍ
ａ
ｄ
ｅ
ｙ
ｙ
ａ

　
　

は
、
印
必
ら
ず
し
も
被
施
呉
者
が
ゼ
フ
モ
ソ
の
み
で
は
な
い
こ
と
㈲
施
異
對
象

　
　

が
「
村
落
の
土
地
所
有
権
」
で
は
な
く
「
村
落
の
諸
視
享
受
権
」
で
あ
っ
た
と

　
　

推
測
さ
れ
る
。
上
述
の
村
落
内
の
階
暦
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
富
農
（
奴

ｍ

　

隷
・
傭
人
を
使
用
）
中
農
（
家
内
奴
隷
・
家
族
劈
働
に
依
存
）
貧
農
（
小
作

人
）
等
０
　
諸
階
層
か
存
在
し
て
い
た
か
、
同
時
に
、
「
共
同
値
的
作
業
－
水
８
　

・
濯
漑
事
業
」
や
、
土
地
の
自
由
な
譲
渡
・
責
却
の
制
限
が
あ
っ
た
。
こ
れ
’
・

ら
の
村
落
の
直
接
支
配
者
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
か
と
い
う
鮎
に
つ
い
て

は
、
ガ
ー
ミ
カ
と
ガ
ー
マ
ボ
ー
ジ
″
力
を
あ
げ
、
前
者
は
共
同
値
成
員
の
在
地

首
長
的
性
格
を
有
し
、
後
者
は
、
上
部
権
力
よ
り
派
遣
さ
れ
、
村
落
か
ら
の
貢

租
享
受
権
を
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。

　

山
崎
利
男
論
文
で
は
、
西
暦
五
九
二
年
、
ダ
ジ
ご
フ
ー
ト
の
一
部
を
支
配
し

た
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
シ
ェ
ー
ナ
王
凌
布
の
サ
ソ
ス
ク
リ
″
ト
銅
板
碑
文
中
の
、
ロ
ー

ハ
ー
タ
ー
商
人
集
團
に
興
え
ら
れ
た
七
十
二
の
法
規
定
を
試
譚
し
、
そ
の
内
容

を
分
析
し
て
古
代
イ
ン
ド
の
法
律
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
。
古
代
イ
ン
ド
で
は

づ
フ
モ
ソ
の
作
成
し
た
法
律
ダ
ル
マ
シ
″
Ｉ
ス
ト
ラ
以
外
に
、
王
が
制
定
し
た

法
典
は
未
知
で
あ
り
、
本
法
規
定
は
、
王
の
命
令
と
し
て
寅
散
價
値
を
も
っ
た

規
定
集
成
と
し
て
意
義
が
あ
る
こ
と
を
論
者
は
指
摘
す
る
。
そ
の
内
容
は
主

に
、
商
人
の
特
槽
、
祝
、
刑
法
、
訴
訟
法
に
関
し
て
で
あ
る
。
氏
は
、
ヴ
ィ
シ

ュ
ヌ
シ
‘
Ｉ
ナ
王
が
こ
の
商
人
集
團
に
本
規
定
を
賦
典
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、

経
済
的
特
権
を
授
け
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
商
業
活
動
の
管
理
と
領
域

の
登
展
を
圖
っ
た
と
み
る
。
そ
の
特
権
内
容
は
、
㈲
息
子
の
な
い
者
の
財
産
不

没
収
、
㈲
役
人
の
不
介
入
、
㈲
商
業
視
の
冤
除
で
あ
る
。
㈲
で
は
、
村
落
、
都

市
に
お
け
る
地
方
官
巡
回
の
際
の
課
税
免
除
を
規
定
し
、
㈲
で
は
、
商
人
へ
の

課
税
ｉ
店
舗
視
・
商
品
税
の
う
ち
、
店
舗
税
の
冤
除
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
王

は
こ
れ
ら
の
経
済
的
諸
特
権
と
商
人
集
團
内
刑
事
事
件
に
對
す
る
限
定
的
裁
判

福
を
付
具
す
る
と
と
も
に
、
三
種
の
役
職
を
通
じ
て
、
同
集
團
を
支
配
・
管
理

し
た
。
印
ち
、
ｕ
ｔ
ｔ
ａ
ｒ
ａ
ｋ
ｕ
l
i
k
a
-
ｖ
ａ
ｒ
ｉ
ｋ
ａ
（
長
老
の
役
職
人
）
ｒ
l
ｖ
ａ
ｐ
ａ
ｌ
ａ
-
ｖ
ａ
-

ｒ
ｉ
ｋ
ａ
（
酒
類
の
役
職
人
）
ｐ
ｅ
ｔ
ａ
ｖ
ａ
ｌ
ｉ
ｋ
ａ
-
ｖ
ａ
ｒ
ｉ
ｋ
ａ
（
地
謳
の
役
職
人
）
で
あ
る
。

こ
れ
ら
役
職
の
地
位
と
そ
の
背
景
に
あ
る
王
権
と
に
よ
っ
て
、
商
人
集
團
、
ロ

-
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1
2

　

I
バ
ー
タ
ー
の
吐
會
秩
序
を
維
持
し
、
商
品
生
産
・
取
引
を
統
制
し
た
と
推
論

　
　

す
る
。

　
　
　

そ
れ
で
は
目
を
軸
じ
て
、
南
イ
ン
ド
の
村
落
は
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た

　
　

だ
ろ
う
か
。
辛
島
論
文
は
九
？
十
三
世
紀
に
南
イ
ン
ド
を
支
配
し
た
チ
ョ
ー
ラ

　
　

王
朝
、
ラ
ー
ジ
ご
フ
ー
ジ
″
一
世
の
タ
ミ
ル
語
石
刻
文
を
解
讃
す
る
も
の
で
あ

　
　

る
。
ラ
ー
ジ
ャ
ラ
ー
ジ
″
一
世
の
寺
院
へ
の
寄
進
村
落
四
〇
ケ
村
の
面
積
・
租

　
　

視
・
居
住
匯
・
水
利
施
設
等
を
一
驚
表
に
し
て
い
る
。
そ
の
表
の
中
の
村
落
内

　
　

居
住
匯
及
び
死
値
焼
場
の
分
析
の
結
果
、
同
質
的
農
業
集
團
の
階
庸
化
に
よ
っ

　
　

て
村
落
内
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
種
族
的
、
血
縁
的
に
異
な

　
　

る
各
グ
ル
ー
プ
が
村
落
内
に
集
住
し
、
各
グ
ル
ー
プ
の
靴
會
的
分
業
関
係
に
も

　
　

と
づ
い
て
、
一
つ
の
村
落
を
構
成
し
て
い
た
と
推
定
す
る
。
ま
た
商
業
都
市
ナ

　
　

ガ
ラ
ム
の
記
述
か
ら
、
そ
こ
で
は
一
般
村
落
と
同
様
農
耕
が
な
さ
れ
て
お
り
、

　
　

住
人
の
大
部
分
が
土
地
保
有
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
都
市
と
農
村
の
未
分
化
を

　
　

示
唆
し
て
い
る
。
水
利
開
係
に
つ
い
て
は
、
相
富
数
の
村
落
に
お
い
て
、
貯
水

　
　

池
が
存
在
し
、
用
水
路
・
川
の
利
用
と
い
う
側
面
か
ら
も
考
察
す
る
と
、
、
必
要

　
　

限
度
の
水
を
自
給
自
足
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
推
察
す
る
。

　
　
　

山
崎
元
一
論
文
及
び
辛
島
論
文
で
各
々
「
村
民
の
共
同
作
業
」
「
村
落
内
で

　
　

の
水
の
自
給
自
足
性
」
と
し
て
略
述
さ
れ
て
い
る
「
水
利
事
業
」
に
つ
い
て
、

　
　

第
四
の
小
谷
論
文
は
、
十
八
世
紀
デ
カ
ン
地
方
を
對
象
と
し
て
、
マ
ラ
ー
テ
イ

　
　

ー
史
料
Ｇ
・
Ｃ
・
ワ
ー
ド
編
「
サ
タ
ラ
の
王
及
び
宰
相
の
日
選
録
」
を
詳
讃
し

　
　

て
い
る
。
ま
ず
水
利
事
業
を
め
ぐ
る
國
家
槽
力
と
村
落
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

　
　

①
國
家
権
力
は
租
視
額
の
控
除
、
現
金
授
興
、
金
貸
し
か
ら
の
借
金
と
い
う
方

　
　

法
に
よ
っ
て
財
政
的
援
助
を
具
え
た
。
③
更
に
、
そ
の
援
助
は
徴
視
官
―
村
落

　
　

共
同
値
を
通
じ
て
、
農
民
、
職
人
の
劈
役
調
達
に
ふ
り
あ
て
ら
れ
た
。
③
水
利

　
　

工
事
は
村
落
の
共
同
事
業
で
あ
り
、
水
利
槽
も
村
落
に
属
し
て
い
た
。
④
し
か

し
、
水
利
事
業
へ
の
財
政
的
援
助
を
テ
＝
に
視
牧
奪
を
強
化
し
、
結
果
的
に

は
、
村
落
を
國
家
に
従
蕎
さ
せ
え
た
。
⑥
た
だ
し
、
村
落
共
同
値
関
係
を
媒
介

と
せ
ぬ
（
個
別
の
）
水
利
施
設
の
築
造
が
商
品
交
換
開
係
を
装
展
さ
せ
、
一
定

の
階
層
分
化
を
進
行
せ
し
め
た
、
と
推
断
す
る
。

　

以
上
、
四
篇
の
史
料
は
、
古
代
よ
り
十
八
世
紀
に
わ
た
る
イ
ン
ド
各
地
の
土

地
制
度
の
分
析
で
あ
る
。
こ
こ
で
便
宜
的
に
こ
れ
ら
の
史
料
内
容
に
共
通
す
る

と
考
え
ら
れ
る
（
勿
論
、
時
代
、
地
域
、
史
料
内
容
の
相
違
を
前
提
と
し
た
上

で
）
重
要
な
課
題
を
概
述
し
て
み
た
い
。
四
篇
の
主
な
内
容
は
、
①
村
落
形

態
、
②
土
地
所
有
関
係
、
③
村
落
・
都
市
の
関
係
（
商
人
層
の
村
落
支
配
に
お

け
る
役
割
）
、
④
水
利
事
業
を
め
ぐ
る
権
力
関
係
、
⑤
村
落
施
興
で
あ
る
。

　

①
②
に
つ
い
て
、
山
崎
元
一
論
文
、
辛
島
論
文
と
も
に
、
種
族
、
部
族
的
結

合
に
も
と
ず
く
血
縁
的
集
團
及
び
各
職
能
別
集
團
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
一
般

村
落
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。
カ
ー
ス
ト
と
、
。
農
民
の
階
庸
と
の
相
関
関
係

に
つ
い
て
は
、
山
崎
論
文
で
は
、
農
民
の
階
層
化
を
主
張
し
つ
つ
も
、
明
確
で

は
な
い
。
こ
れ
に
對
し
て
、
辛
島
論
文
は
、
ブ
ラ
フ
マ
デ
ー
ヤ
村
落
で
は
、
カ

ー
ス
ト
と
の
関
係
に
お
い
て
、
農
民
の
階
層
化
を
認
め
て
い
る
が
、
非
ブ
ラ
フ

マ
デ
ー
ヤ
村
落
で
は
、
チ
ョ
上
フ
朝
末
期
に
階
層
分
化
が
あ
っ
た
と
推
定
し
て

い
る
。
③
山
崎
元
一
、
山
崎
利
男
雨
氏
の
論
文
か
ら
は
、
商
人
集
團
の
住
む

　

「
都
市
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
か
な
り
登
達
し
た
、
自
立
的
機
能
を
持
っ
た
存
在

と
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
商
人
集
團
と
、
村
落
共
同

値
と
の
関
係
は
、
商
業
活
動
及
び
商
人
に
よ
る
土
地
所
有
を
通
じ
て
か
な
り
密

接
で
あ
り
、
村
落
の
自
給
自
足
性
、
孤
立
性
は
む
し
ろ
否
定
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
對
し
、
辛
島
氏
は
、
村
落
と
都
市
（
ナ
ガ
ラ
ム
）
の
未
分
化
、
村
落
の
自
給

自
足
性
、
孤
立
閉
鎖
性
を
強
調
さ
れ
る
。
こ
れ
は
何
に
よ
る
の
か
。
南
・
北
イ

ン
ド
の
装
展
段
階
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
④
水
利
事
業
に
つ
い
て

112 ―-



113

は
、
山
崎
元
一
論
文
、
辛
島
論
文
と
も
に
、
「
共
同
作
業
に
よ
る
自
給
自
足
性
」

と
推
断
す
る
が
、
問
題
は
、
小
谷
論
文
が
指
摘
し
て
い
る
如
く
、
共
同
作
業

の
努
力
調
達
、
築
造
費
用
、
水
利
用
盆
槽
を
め
ぐ
る
上
部
槽
力
と
の
開
係
で
あ

る
。
更
に
い
え
ば
、
「
政
府
の
出
費
に
よ
る
」
「
共
同
作
業
」
（
小
谷
論
文
）
の

結
果
、
開
拓
さ
れ
た
荒
蕪
地
の
所
有
槽
の
錨
薦
の
問
題
、
一
村
内
で
の
努
力
・

費
用
分
揚
と
用
盆
槽
の
配
分
、
課
税
分
推
の
問
題
、
敷
ケ
村
に
及
ぶ
水
利
事
業

の
場
合
の
荷
役
、
水
利
用
盆
槽
の
問
題
が
提
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
小

谷
論
文
で
は
、
「
村
落
共
同
盟
関
係
を
媒
介
と
せ
ぬ
水
利
施
設
―
（
商
品
作
物

栽
培
の
登
展
）
－
農
民
層
の
分
化
促
進
」
と
い
う
推
論
は
、
氏
の
所
論
の
限
り

で
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
⑤
村
落
施
具
に
開
し
て
、
辛
島
氏
は
、
ラ
ー
ジ
ご
フ
ー

ジ
。
一
世
に
よ
る
寺
院
へ
の
施
具
村
落
の
み
を
對
象
と
し
て
い
る
が
、
山
崎
元

一
論
文
で
は
、
古
代
に
お
け
る
村
落
の
施
異
對
象
と
し
て
、
寺
院
、
ブ
ラ
フ
マ

ン
の
み
な
ら
ず
、
商
人
を
も
あ
げ
て
お
り
、
山
崎
利
男
氏
は
、
更
に
、
寺
院
へ

の
施
具
村
落
の
管
理
が
商
人
集
團
に
委
ね
ら
れ
、
そ
の
場
合
に
、
商
人
集
團
が

何
ら
か
の
特
槽
を
王
よ
り
享
受
し
た
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

松
井
論
文
「
初
期
の
ベ
ン
ガ
ル
統
治
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ー
ボ
ル
ツ
」
で
扱
わ
れ

る
史
料
は
、
一
七
七
二
年
２
七
五
年
に
裂
表
さ
れ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ー
ボ
ル
ツ
の

英
文
史
料
「
イ
ソ
ド
事
情
の
考
察
」
で
あ
る
。
本
史
料
は
二
部
三
巻
よ
り
成

り
、
本
論
文
で
は
そ
の
う
ち
の
、
第
一
部
第
一
二
章
の
半
分
を
譚
出
し
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
支
配
初
期
の
ベ
ソ
ガ
ル
の
状
況
を
主
に
土
地

所
有
、
徴
祝
福
の
側
面
か
ら
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
右
の
史
料
に

よ
れ
ば
、
土
地
に
對
す
る
権
盆
を
有
す
る
吐
會
層
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
支
配
前
に

は
。
最
高
地
権
者
た
る
皇
帝
の
下
に
、
菌
来
の
大
土
豪
層
と
し
て
の
ラ
ー
ジ
ャ

ー
及
び
一
定
期
限
の
徴
視
請
負
人
た
る
ス
ー
バ
ダ
ー
ル
、
ナ
ー
ジ
ム
、
ナ
ワ
ー

ブ
。
ザ
ミ
ソ
ダ
ー
ル
等
の
土
地
の
「
被
貸
其
者
」
が
存
在
し
た
。
そ
の
下
に
、

チ
ョ
ー
ド
リ
ー
、
タ
ア
ル
ク
ダ
’
Ｉ
ル
、
イ
ト
マ
ー
ム
ダ
ー
ル
ら
の
。
「
小
被
貸
無
、

者
」
＝
「
徴
視
請
負
人
」
が
い
た
。
ま
た
、
ジ
″
Ｉ
ギ
ー
ル
ダ
ー
ル
等
に
具
え

ら
れ
た
土
地
は
ラ
ー
ジ
″
等
の
「
大
土
地
所
有
者
」
の
も
の
と
は
別
個
の
存
在

と
し
て
記
述
さ
れ
て
お
り
、
松
井
氏
は
、
イ
ル
フ
″
ソ
＝
ハ
ビ
ー
ブ
氏
の
所
説

を
援
用
し
て
ベ
ン
ガ
ル
の
特
殊
性
を
強
調
し
て
い
る
。
ム
ガ
ル
帝
國
崩
壊
後
イ

ギ
リ
ス
支
配
に
至
る
迄
、
此
會
的
混
乱
の
中
で
、
徴
租
方
法
が
多
様
化
、
膨
大

化
し
、
更
に
、
土
地
所
有
権
に
受
動
が
生
じ
た
。
印
ち
、
一
般
に
は
一
定
期

限
の
徴
税
請
負
人
で
あ
っ
た
ナ
ワ
ー
ブ
や
ス
し
パ
ダ
ー
ル
達
が
、
そ
の
上
位
権

者
で
あ
る
ラ
ー
ジ
″
に
。
と
っ
て
か
わ
っ
て
、
賓
質
的
に
土
地
所
有
者
と
な
⇒
た

で
あ
ろ
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
史
料
の
み
か
ら
み
る
と
、
一
碧
い

つ
頃
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
地
槽
の
受
動
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
は
明
確
で
は
な

い
。
ま
た
、
「
徴
視
請
負
人
」
の
「
寅
質
的
土
地
所
有
者
」
＝
地
主
へ
の
轄
化

の
過
程
で
、
村
落
段
階
で
の
地
主
、
小
作
関
係
に
何
ら
か
の
愛
化
が
あ
っ
た
の

か
ど
う
か
も
問
題
と
な
ろ
う
。
松
井
氏
の
要
約
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
＝
ボ
’

ル
ツ
は
、
混
乱
前
の
ム
ガ
ル
最
盛
期
の
地
権
者
を
正
統
な
も
の
と
認
め
、
主
権

者
＝
地
代
徴
収
槽
者
と
規
定
し
て
、
東
イ
ン
ド
會
此
の
徴
祝
槽
を
正
統
化
し
て

い
る
。

　

多
田
論
文
「
一
八
五
九
年
ベ
ン
ガ
ル
借
地
法
」
は
一
八
五
九
年
に
制
定
さ
れ

た
植
民
地
イ
ン
ド
最
初
の
小
作
保
護
法
、
ベ
ン
ガ
ル
借
地
法
（
英
文
）
を
譚
出

し
、
十
九
世
紀
中
葉
の
生
産
関
係
、
占
有
小
作
権
の
問
題
を
考
察
す
る
も
の
で

あ
る
。
ま
ず
「
ベ
ン
ガ
ル
借
地
法
の
背
景
」
を
概
観
し
、
次
い
で
、
二
十
二
條

の
條
文
を
逐
次
譚
出
し
、
最
後
に
「
ベ
ン
ガ
ル
借
地
法
の
施
行
の
敷
果
」
を
略

述
し
て
い
る
。
一
丿
七
九
三
年
、
東
イ
ン
ド
會
祀
の
規
定
し
た
規
則
に
よ
っ
て
、

土
地
所
有
槽
者
た
る
ザ
ミ
ソ
ダ
ー
ル
は
、
土
地
の
相
績
・
譲
渡
・
賃
貸
の
諸
槽

利
を
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
直
接
耕
作
者
た
る
ラ
イ
ー
ヤ
ト
に
對
し
て
は
、
土

-
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地
賃
貸
澄
と
地
代
支
辨
請
書
の
取
り
交
し
。
地
代
率
の
一
定
、
ザ
ミ
ッ
ダ
ー
ル

　
　

違
法
の
場
合
の
司
法
機
関
に
よ
る
保
護
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
會

　
　

祀
政
府
の
農
民
保
護
政
策
は
、
地
租
徴
収
の
強
化
、
ア
イ
栽
培
に
よ
る
商
品
生

　
　

産
の
披
大
に
伴
な
い
、
寅
放
價
値
は
う
す
れ
た
。
ザ
ミ
ソ
ダ
ー
ル
と
ラ
イ
ー
ヤ

　
　

ト
と
の
開
係
は
悪
化
し
、
ベ
ン
ガ
ル
各
地
で
農
民
一
揆
が
頻
登
し
た
。
こ
の
よ

　
　

う
な
仕
會
的
背
景
か
ら
、
植
民
地
支
配
を
強
化
す
べ
く
、
一
定
の
農
民
保
護
が

　
　

講
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
一
八
五
九
年
ベ
ン
ガ
ル
借
地
法
の
制
定
で
あ
る
。
こ
こ

　
　

で
譚
出
さ
れ
た
内
容
は
、
主
に
ラ
イ
ー
ヤ
ト
の
諸
権
利
で
あ
る
。
印
ち
、
地

　
　

積
、
年
間
地
代
額
、
割
賦
、
賃
貸
借
の
特
別
の
諸
條
件
に
関
す
る
賃
貸
澄
を
受

　
　

領
す
る
権
限
、
占
有
権
を
も
た
ぬ
農
民
に
對
す
る
地
代
率
確
定
の
保
護
、
強
権

　
　

に
よ
る
地
代
徴
収
か
ら
の
保
護
、
占
有
農
民
に
對
す
る
諸
権
利
の
保
護
等
で
あ

　
　

る
。
し
か
し
、
本
論
文
で
は
、
上
述
の
諸
規
定
が
賦
課
金
の
取
り
た
て
な
ど
に

　
　

よ
っ
て
骨
抜
き
と
な
り
、
占
有
小
作
槽
の
認
定
だ
け
で
は
ラ
イ
ー
ヤ
ト
に
對
す

　
　

る
買
質
的
な
保
護
と
は
な
ら
ず
、
一
八
八
五
年
の
ベ
ン
ガ
ル
借
地
法
に
ょ
っ

　
　

て
、
は
じ
め
て
本
規
定
の
峡
陥
が
是
正
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
。

　
　
　

松
井
論
文
「
十
九
世
紀
ミ
ー
ラ
ト
に
お
け
る
土
地
所
有
と
地
主
小
作
開
係
」

　
　

は
、
北
イ
ン
ド
、
ヒ
ン
ド
ス
タ
ン
平
原
の
中
心
部
に
位
置
す
る
一
麻
ミ
ー
ラ
ト

　
　

に
つ
い
て
の
地
視
と
り
き
め
報
告
書
Ｓ
ｅ
ｔ
ｔ
ｌ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
　
Ｒ
ｅ
ｐ
ｏ
ｒ
ｔ
の
内
容
を
桧
討

　
　

す
る
。
こ
の
麻
に
関
す
る
地
税
と
り
き
め
報
告
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

一
。
一
八
三
五
－
四
〇
年
の
Ｈ
ｅ
ｎ
ｒ
ｙ
　
Ｍ
.
　
E
l
l
i
o
ｔ
と
Ｔ
.
　
Ｃ
.
　
Ｐ
Ｉ
０
Ｓ
Ｉ
ロ
に

　
　
　

よ
る
Ｓ
ｅ
ｔ
ｔ
ｌ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
　
Ｒ
ｅ
ｐ
ｏ
ｒ
ｔ

　
　

二
、
一
八
六
五
１
七
〇
年
の
W
i
l
l
i
a
m
　
Ａ
.
　
Ｆ
ｏ
ｒ
ｂ
ｅ
ｓ
と
Ｊ
.
　
Ｐ
ｏ
ｒ
ｔ
ｅ
ｒ
に
よ

　
　
　

る
Ｓ
ｅ
ｔ
ｔ
ｌ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
　
Ｒ
ｅ
ｐ
ｏ
ｒ
ｔ

　
　

三
、
一
八
九
五
一
一
九
〇
〇
年
の
Ｒ
.
　
W
.

G
i
l
l
a
n
　
　
　
Ｕ
よ
る
’
Ｓ
ｅ
ｔ
ｔ
ｌ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ

　
　
　

Ｒ
ｅ
ｐ
ｏ
ｒ
ｔ

四
、
一
九
三
五
－
四
〇
年
の
（
…
　
Ｈ
.
　
Ｃ
ｏ
ｏ
ｋ
ｅ
　
Ｕ
よ
る
Ｓ
ｅ
ｔ
ｔ
ｌ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
　
Ｒ
ｅ
ｐ
ｏ
ｒ
ｔ

　

本
論
文
で
は
、
第
三
の
報
告
書
七
十
六
項
目
の
う
ち
、
土
地
保
有
、
所
有
関

係
の
十
二
項
目
を
抄
詳
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
史
料
の
項
目
別
に
示
せ
ば
、

人
口
、
土
地
所
有
者
、
地
代
を
徴
収
す
る
だ
け
の
大
地
主
、
農
耕
カ
ー
ス
ト
、

そ
の
他
（
の
カ
ー
ス
ト
）
、
所
有
槽
の
移
縛
、
…
…
小
作
農
及
び
そ
の
状
態
、

占
有
と
非
占
有
な
ど
で
あ
る
。
さ
て
、
本
報
告
書
の
分
析
に
富
っ
て
、
松
井
氏

は
、
土
地
制
度
研
究
ｉ
特
に
イ
ギ
リ
ス
支
配
以
後
の
Ｉ
に
し
ば
し
ば
直
面
す
る

重
要
な
課
題
を
提
示
し
て
い
る
。
印
ち
、
資
料
中
の
固
定
化
さ
れ
た
定
義
と

祀
會
的
寅
態
の
ズ
レ
、
及
び
我
わ
れ
研
究
者
の
概
念
理
解
の
問
題
で
あ
る
。
土

地
所
有
者
の
範
珊
と
し
て
、
第
一
に
「
地
代
を
徴
集
す
る
だ
け
の
大
地
主
」
を

あ
げ
、
第
二
に
「
自
ら
耕
作
し
同
時
に
土
地
を
所
有
す
る
」
階
層
を
あ
げ
て
い

る
。
と
こ
ろ
で
、
第
二
の
階
層
に
つ
い
て
、
我
わ
れ
は
や
や
も
す
る
と
、
す
ぐ

に
「
自
・
小
作
農
」
と
い
う
規
定
を
あ
て
は
め
や
す
い
の
で
あ
る
が
、
さ
て
そ

の
賓
態
と
な
る
と
明
確
で
は
な
い
。
本
論
文
で
は
、
報
告
書
に
あ
ら
わ
れ
た

　

「
小
所
有
者
」
庸
の
人
口
、
所
有
地
積
、
そ
の
中
で
の
自
作
地
積
の
割
合
か
ら

判
断
し
て
、
こ
の
階
庸
を
「
自
作
農
」
な
い
し
「
自
作
小
地
主
」
と
推
定
す

る
。
次
に
こ
の
階
庸
が
構
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
共
同
値
に
つ
い
て
、
一

般
に
用
い
ら
れ
る
c
o
m
m
ｕ
n
i
ｔ
ｙ
が
、
軍
に
「
共
同
曇
」
と
い
う
軍
一
の
概
念

で
は
な
く
、
同
一
の
資
料
に
お
い
て
も
、
多
様
な
意
味
あ
い
を
も
つ
こ
と
Ｉ
例

え
ば
「
農
耕
カ
ー
ス
ト
」
や
「
村
の
所
有
共
同
値
」
、
「
集
團
」
と
譚
し
分
け
る

必
要
の
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
カ
ー
ス
ト
の
概
念
を
新
た
に
検
討
す
る
こ
と
の
必

要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
前
提
と
し
た
上
で
、
氏
は
、

　

「
ほ
と
ん
ど
完
全
に
、
多
数
の
共
同
健
成
員
の
間
で
分
割
さ
れ
個
別
的
に
享
受

さ
れ
て
お
り
、
納
税
責
任
も
個
々
に
分
割
・
負
推
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
「
所

有
共
同
饅
」
の
特
色
を
指
摘
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
鮎
は
、
す
で
に
、
山
崎
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一
恵
論
文
、
辛
島
１
　
文
に
紅
い
て
‘
古
代
に
す
で
に
、
そ
０
　
よ
う
な
肝
有
酢
１
　

　
　

が
あ
っ
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
作
関
係
に
つ
い
て
は
、
第
一

　
　

に
「
占
有
小
作
権
」
を
あ
げ
、
大
不
在
地
主
の
所
有
地
内
で
は
、
自
作
小
地
主

　
　

の
「
所
有
共
同
値
」
と
賓
質
的
に
等
し
い
も
の
も
あ
っ
た
と
し
、
第
二
に
「
自

　
　

作
農
・
自
作
小
地
主
な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
相
互
に
小
作
し
あ
う
場

　
　

合
」
第
三
に
「
か
な
り
強
度
の
隷
莫
関
係
を
ふ
く
み
う
る
よ
う
な
、
無
権
利
な

　
　

小
作
農
」
を
あ
げ
て
い
る
。
以
上
の
分
析
は
多
く
の
興
味
あ
る
問
題
を
提
起
す

　
　

る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
ご
く
小
さ
な
問
題
を
呈
す
れ
ば
、
本
報
告
書
の
内
容

　
　

が
一
九
〇
〇
年
直
前
の
時
鮎
で
の
状
況
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
多
数
に
存
在
す

　
　

る
」
「
小
所
有
者
」
屠
及
び
三
種
の
小
作
関
係
は
イ
ギ
リ
ス
支
配
前
に
す
で
に

　
　

形
成
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
十
九
世
紀
末
迄
に
織
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う

　
　

か
。
そ
れ
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
支
配
の
過
程
で
、
新
た
な
る
土
地
制
度
の
結
果
、

　
　

創
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
鮎
は
、
他
の
三

　
　

報
告
書
及
び
そ
れ
以
前
の
史
料
の
嶮
討
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
る
で

　
　

あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‘

　
　
　

深
深
論
文
「
十
九
世
紀
中
葉
ナ
ー
シ
ク
近
逡
の
一
山
村
に
関
す
る
二
文
書
」

　
　

は
、
十
九
世
紀
中
葉
の
、
英
領
デ
カ
ン
の
村
落
状
況
と
地
租
制
度
の
愛
遷
を
、

　
　

描
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
對
象
と
す
る
史
料
は
、
現
地
英
人
官
吏
の
地
租
査
定

　
　

報
告
書
中
の
、
二
通
の
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
文
書
の
英
文
課
で
あ
る
。
本
論
文
で

　
　

は
、
ま
ず
、
そ
の
う
ち
の
一
通
「
村
落
調
査
報
告
詳
文
」
を
抄
課
し
、
次
い

　
　

で
、
も
う
一
通
の
「
村
落
借
地
誼
の
課
文
」
を
全
詳
す
る
。
最
後
に
「
ま
と

　
　

め
」
で
は
、
こ
れ
ら
二
通
の
文
書
か
ら
「
村
落
の
構
成
」
「
地
租
政
策
」
「
村

　
　

落
吐
會
の
愛
遷
」
に
関
す
る
問
題
を
要
約
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
デ
ヵ

　
　

ソ
の
村
落
で
は
、
す
で
に
階
級
分
化
が
明
確
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
十
八
世
紀

1
1
5

　

末
よ
り
十
九
世
紀
初
期
に
か
け
て
宰
相
政
府
の
行
な
っ
た
苛
酷
な
請
負
制
の
だ

唇
、
耕
乍
地
ヽ
人
口
の
挑
少
を
生
じ
純
と
い
う
’
個
別
主
１
　
的
組
向
を
も
″

だ
地
租
制
度
が
、
デ
カ
ン
村
落
の
地
縁
的
、
血
縁
的
結
合
を
崩
壊
し
、
村
落
祀

會
を
愛
容
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
徴
税
政
策
の
内
容
に
つ
い
て
、

氏
は
、
ま
ず
、
了
フ
ー
タ
時
代
の
末
年
に
は
、
村
落
軍
位
一
括
賦
課
↓
「
土
地

財
産
」
軍
位
の
村
内
配
分
と
い
う
様
式
が
、
英
領
支
配
期
に
は
「
作
物
別
ビ
ガ

割
り
地
租
」
へ
の
蒋
換
が
意
圖
さ
れ
、
更
に
、
個
別
農
民
制
た
る
ラ
イ
ー
ヤ
ト

ワ
ー
リ
ー
制
へ
と
韓
換
さ
れ
る
と
い
う
徴
現
制
度
の
愛
化
を
の
べ
、
そ
の
背
後

忙
、
富
時
、
會
祀
富
局
の
村
落
共
同
健
の
「
共
同
性
」
―
村
落
単
位
で
の
土
地

隠
匿
や
、
税
の
中
間
搾
取
１
に
對
す
る
不
信
が
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

　

次
に
、
南
イ
ン
ド
の
土
地
制
度
に
開
す
る
三
論
文
を
ま
と
め
て
紹
介
し
て
み

よ
う
。
柳
渾
論
文
「
十
八
世
紀
末
南
イ
ン
ド
に
お
け
る
土
地
保
有
関
係
Ｉ
『
イ

ギ
リ
ス
下
院
イ
ン
ド
問
題
特
別
委
員
會
第
五
報
告
書
』
に
み
る
Ｉ
」
は
、
南
イ

ン
ド
の
近
代
土
地
制
度
理
解
に
必
須
の
文
献
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｆ
ｉ
ｆ
ｔ
ｈ
　
Ｒ
ｅ
ｐ
ｏ
ｒ
ｔ
　
ｆ
ｒ
o
m
　
ｔ
ｈ
ｅ

Ｓ
ｅ
ｌ
ｅ
ｃ
ｔ
　
C
o
m
m
i
ｔ
ｔ
ｅ
ｅ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｈ
ｏ
ｕ
ｓ
ｅ
　
ｏ
ｆ
　
Ｃ
ｏ
ｍ
ｍ
ｏ
ｎ
ｓ
　
ｏ
ｎ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ａ
ｆ
ｆ
ａ
ｉ
ｒ
ｓ
　
ｏ
ｆ

ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｅ
ａ
ｓ
ｔ
　
Ｉ
乱
i
a
　
Ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ａ
ｎ
ｙ
｡
　
１
８
１
２
（
略
栢
「
第
五
報
告
書
」
）
を
も
と
に
し

て
、
マ
ド
ラ
ス
管
証
主
要
地
域
の
土
地
保
有
関
係
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
南
イ
ン
ド
で
は
、
十
八
世
紀
末
よ
り
様
々
な
徴
現
制
度
が
試
行
さ

れ
、
そ
の
結
果
、
最
終
的
に
は
ラ
イ
ー
ヤ
ト
ワ
ー
リ
ー
制
度
が
採
用
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
で
、
十
九
世
紀
初
期
マ
イ
ソ
ー
ル
領
で
ム
ッ
タ
ダ
ー
リ
ー

制
度
が
貢
施
さ
れ
た
。
こ
の
内
容
を
考
察
し
た
も
の
が
高
畠
論
文
「
ム
ッ
タ
ダ

ー
リ
ー
制
に
つ
い
て
の
一
史
料
Ｉ
ミ
ー
ル
＝
グ
ラ
ー
ム

　

ア
リ
ー
の
訴
状
－
」

で
あ
る
。
主
要
史
料
は
、
Ｈ
ａ
ｎ
ｓ
ａ
ｒ
ｄ
'
ｓ
　
Ｐ
ａ
ｒ
l
i
a
m
e
n
ｔ
ａ
ｒ
ｙ
　
Ｄ
ｅ
ｂ
ａ
ｔ
ｅ
ｓ
｡
　
１
ｓ
ｔ
　
ｓ
ｅ
-

ｒ
i
e
ｓ
｡
　
ｖ
o
l
.
　
２
７
｡
　
ｃ
ｏ
ｌ
ｓ
.
　
１
１
１
６
ｊ
に
Ｓ
所
載
の
ミ
ー
ル
＝
グ
ラ
ー
ム

　

ア
リ
ー

　

（
テ
ィ
プ
ー
ス
ル
タ
ン
の
元
家
臣
で
あ
り
、
後
、
會
吐
政
廳
の
年
金
受
領
者
）

の
マ
ド
ラ
ス
管
扇
知
事
ウ
ィ
リ
ア
ム
＝
ベ
ン
テ
ィ
ン
ク
へ
の
訴
状
で
あ
る
。
中

-
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村
論
文
「
南
イ
ソ
ド
の
イ
ナ
ー
ム
村
に
つ
い
て
Ｉ
ア
ビ
ー
マ
ソ
ガ
ラ
ム
村
の
事

例
を
中
心
に
Ｉ
」
は
、
す
で
に
前
述
し
た
論
文
の
中
で
も
し
ば
し
ば
鯛
れ
ら
れ

て
き
た
「
施
呉
」
及
び
「
施
具
に
も
と
づ
く
権
盆
」
を
、
南
イ
ン
ド
の
一
施
具

村
落
に
焦
鮎
を
あ
て
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
で
用
い
ら
れ
た
史
料

は
、
カ
ー
シ
マ
″
ト
寺
院
の
銅
板
文
書
の
英
語
譚
文
で
あ
る
。

　

ま
ず
柳
深
論
文
か
ら
紹
介
し
て
み
ょ
う
。
南
イ
ン
ド
に
ラ
イ
ー
ヤ
ト
ワ
ー
リ

ー
制
（
タ
ミ
ル
地
域
で
は
ラ
ヤ
ト
ワ
ｒ
‐
リ
ー
制
と
呼
柄
さ
れ
て
い
る
）
が
導
入

さ
れ
る
過
程
で
、
富
時
の
會
吐
政
府
の
ラ
イ
ー
ヤ
ト
に
對
す
る
「
理
想
像
」

は
、
小
土
地
所
有
者
＝
耕
作
者
＝
徴
税
負
摺
者
で
あ
っ
た
。
も
し
、
そ
の
よ

う
な
概
念
に
ぴ
っ
た
り
相
惑
す
る
農
民
層
が
マ
ド
ラ
ス
管
逞
に
存
在
し
て
い
た

ら
、
ラ
イ
ー
ヤ
ト
ワ
ー
リ
ー
制
は
大
成
功
で
あ
っ
た
。
富
局
は
、
そ
れ
を
ミ
ラ

ー
ス
タ
ー
ル
に
あ
て
は
め
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
土
地
所
有
・
保
有
農

民
暦
」
と
し
て
の
ミ
ラ
ー
ス
ダ
ル
の
賓
態
は
多
様
で
あ
っ
た
。
さ
て
「
第
五
報

告
書
」
の
記
述
に
よ
る
と
、
主
に
、
①
ジ
″
１
１
キ
ー
ル
地
域
、
③
カ
ー
ナ
ラ
、

③
タ
ｙ
シ
ョ
ー
ル
等
で
多
く
の
農
民
階
層
と
村
落
形
態
が
存
在
し
て
い
た
。
ま

ず
、
土
地
所
有
に
よ
る
村
落
形
態
か
ら
は
タ
ン
ジ
ョ
ー
ル
で
は
、
倒
個
人
に
よ

る
所
有
村
落
、
出
複
数
人
に
よ
る
所
有
村
落
、
㈲
「
共
同
保
有
」
村
落
が
あ
っ

た
。
南
部
ポ
リ
ガ
ー
ル
、
ペ
シ
カ
シ
で
は
土
地
所
有
主
値
に
よ
る
村
落
形
態
か

ら
み
た
場
合
、
㈲
バ
ラ
モ
ン
に
よ
る
「
共
同
保
有
」
村
落
、
㈲
シ
ュ
ー
ド
ラ
住

民
に
よ
る
共
同
所
有
村
落
、
㈲
土
地
處
分
権
を
有
さ
ぬ
ジ
ュ
ー
ド
ラ
か
ら
成
る

村
落
が
あ
る
。
出
師
㈲
、
㈲
㈲
㈲
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
形
で
重
合
す
る
の

か
は
、
十
分
な
検
詮
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
先

の
辛
島
論
文
と
関
聯
づ
け
て
み
れ
ば
、
村
落
の
保
有
・
所
有
関
係
は
、
か
な
り

カ
ー
ス
ト
的
匯
別
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
し
か
も
、
カ
ー
ス

ｌ
的
規
制
を
う
付
つ
つ
も
、
古
来
か
な
り
の
保
有
・
所
有
層
　
０
分
化
が
進
展
し

て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
土
地
所
有
の
「
ア
ジ
ア
的
形
態
」
と
は
、
登
展
段
階

論
の
最
も
原
初
的
形
態
に
必
ず
し
も
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。
。
そ
れ
で
は
、
個
別
土
地
保
有
、
所
有
は
南
イ
ン
ド
に
の
み
特
徴

的
な
形
態
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
山
崎
元
一
論
文
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
北
イ
ン
ド
で
も
、
古
代
に
そ
の
形
跡
は
存
在
し
た
。
そ
れ
で

は
、
後
代
、
何
故
に
南
イ
ン
ド
に
お
い
て
願
著
な
土
地
所
有
形
態
と
な
っ
た
の

か
。
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
、
本
論
文
集
で
、
特
に
、
北
イ
ン
ド
、
中
世
の
論
文

が
峡
如
し
て
い
る
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。

　

高
畠
論
文
で
指
摘
し
て
い
る
論
鮎
は
、
徴
視
請
負
人
た
る
ム
″
タ
ー
ダ
ー
ル

の
訴
状
を
通
じ
て
、
そ
の
出
自
、
役
割
、
慶
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。
氏
は
、
ム
″
タ
ー
ダ
ー
ル
に
重
要
な
役
割
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
し
か

し
、
徴
税
様
式
の
「
試
行
錯
誤
期
」
に
お
い
て
は
、
會
此
政
府
が
、
上
か
ら

人
貧
的
に
徴
視
請
負
人
を
創
り
出
す
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
北
シ
ル
カ
ー
ル
の

ザ
ミ
ソ
ダ
ー
ル
や
時
に
は
ア
ー
ミ
ル
ダ
ー
ル
、
ジ
″
Ｉ
ギ
ー
ル
ダ
ー
ル
等
で
あ

る
。
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
徴
視
請
負
人
暦
と
濁
自
の
土
豪
庸
を
成
し
て
い
た
ポ

リ
ガ
ー
ル
と
の
槽
力
関
係
で
あ
ろ
う
。
こ
の
鮎
、
ラ
イ
ー
ヤ
ト
ワ
ー
リ
ー
制
導

入
の
過
程
で
雨
者
の
関
係
を
跡
づ
け
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　

中
村
論
文
で
は
、
ま
ず
、
イ
ナ
ー
ム
地
の
種
類
、
面
積
、
冤
役
地
代
額
を
分

析
し
て
、
そ
の
賓
態
を
提
示
し
、
次
い
で
、
イ
ナ
ー
ム
ダ
ー
ル
と
村
民
と
の
開

係
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ア
ビ
ュ
マ
ソ
ガ
ラ
ム
村
の
主
要
農
民
層
＝
カ
ー
ス

ト
は
、
ヴ
ェ
ラ
ー
ラ
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
必
ず
し
も
直
接
耕
作
農
民
で
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
中
に
は
、
そ
の
下
に
ア
ー
デ
ィ
。
・
ド
ラ
ビ
ダ
な
る
「
不
可

鯛
賤
民
」
を
農
業
努
働
者
と
し
て
雇
う
者
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
氏
は
、
耕

地
に
對
す
る
福
利
に
開
し
て
、
二
暦
の
地
権
の
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
印
ち
、
タ
ル
ワ
ー
ラ
Å
之
ク
デ
″
ワ
ー
フ
ム
と
で
あ
る
。
前
者
揉
、
裁

-
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洽
者
か
生
産
物
の
一
部
を
最
良
す
る
巻
利
で
あ
り
、
後
者
暖
耕
地
保
有
者
然

そ
の
果
寅
を
享
受
す
る
権
利
で
あ
る
。
し
フ
イ
ー
ヤ
ト
ワ
ー
リ
ー
制
に
よ
る
と
、

メ
ル
ワ
ー
フ
ム
が
政
府
に
、
ク
デ
ィ
ワ
ー
フ
ム
が
ラ
イ
ー
ヤ
ト
に
錨
し
た
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
一
般
に
大
農
地
の
農
民
の
槽
利
開
係
に
つ
い
て
は
、

一
九
〇
八
年
に
法
規
定
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ナ
ー
ム
村
に
関
し
て
は
、

明
白
な
規
定
が
な
く
、
従
っ
て
、
一
九
一
八
年
迄
は
、
イ
ナ
ー
ム
ダ
ー
ル
の
権

盆
は
メ
ル
ワ
Ｌ
フ
ム
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
権
盆
解
稗
が
様

々
に
愛
化
し
た
末
、
一
九
三
四
年
に
は
、
イ
ナ
ー
ム
ダ
ー
ル
は
ク
デ
ィ
ワ
と
フ

ム
、
メ
ル
ワ
ー
ラ
ム
の
雨
者
を
所
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
イ
ナ
ー
ム
村
の
農
民

は
「
大
農
地
」
内
の
農
民
権
盆
と
同
等
の
も
の
を
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
最

後
に
第
四
節
で
、
両
立
以
後
近
年
に
至
る
迄
の
、
本
イ
ナ
ー
ム
村
の
土
地
改
革

に
つ
い
て
概
述
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
近
年
、
イ
ン
ド
で
は
、
特
に
、
。
ハ
ソ
ジ
″
Ｉ
ヅ
州
等
で
、
農
業
生

産
の
安
定
、
生
産
量
の
増
大
と
い
う
「
緑
の
革
命
」
を
謳
歌
し
て
い
る
。
し
か

し
、
他
方
イ
ン
ド
各
地
で
、
時
に
、
「
農
民
の
革
命
」
を
標
榜
し
、
時
に
は
、
土

地
制
度
の
根
本
的
改
革
を
要
求
し
て
、
多
く
の
紛
挙
が
激
登
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
問
題
に
焦
鮎
を
あ
て
て
、
現
代
の
イ
ン
ド
が
か
か
え
て
い
る
農
業
問
題

を
、
イ
ン
ド
政
府
内
務
省
の
報
告
に
も
と
づ
い
て
考
察
し
た
も
の
が
大
内
論
文

　

「
イ
ン
ド
政
府
内
務
省
報
告
（
一
九
六
九
年
一
二
月
）
に
み
る
イ
ン
ド
の
農
業

問
題
」
で
あ
る
。
本
論
文
の
對
象
と
す
る
資
料
は
、
一
九
六
九
年
一
二
月
、
イ
ン

ド
内
務
省
の
作
成
し
た
報
告
書
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｃ
ａ
ｕ
ｓ
ｅ
ｓ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
　
ｏ
ｆ
　
Ｃ
ｕ
ｒ
ｒ
ｅ
ｎ
ｔ

Ａ
ｅ
ｒ
ａ
ｒ
ｉ
ａ
ｎ
　
Ｔ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
.
　
　
M
i
n
i
ｓ
ｔ
ｒ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ｈ
ｏ
ｍ
ｅ
　
Ａ
ｆ
ｆ
ａ
ｉ
ｒ
ｓ
　
　
Ｒ
ｅ
ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
　
ａ
ｎ
ｄ

Ｐ
ｏ
ｌ
ｉ
ｃ
ｙ
　
D
i
ｖ
i
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
｡
（
１
、
序
文

　

２
、
農
村
内
緊
張
の
性
格

　

３
、
土
地
政

策
お
よ
び
土
地
改
革
の
成
果
の
問
題

　

４
、
結
論
）
ｊ
を
部
分
的
に
要
約
し
た
も

の
の
算
載
で
あ
る
。
譚
出
部
分
は
そ
う
長
く
は
な
い
が
、
報
告
分
析
の
中
で
、

イ
７
ド
０
　
農
業
隠
題
を
'
　
ｍ
　
立
後
か
ら
今
日
に
至
る
迄
０
　
國
隨
會
１
　
涙
？

分
析
を
通
じ
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
を
逐
一
紹
介
す
る
ゆ
と
り
も
な
い

の
で
、
論
文
の
要
約
を
紹
介
す
る
。
國
民
會
議
派
は
両
立
イ
ン
ド
の
政
槽
安
定

化
の
政
策
と
し
て
、
富
農
層
の
創
設
、
育
成
を
圖
っ
た
。
そ
の
結
果
、
下
層
農

民
層
の
不
満
が
昂
ま
り
、
農
村
内
緊
張
が
激
化
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況

を
、
本
報
告
書
は
第
四
次
選
學
の
反
省
か
。
ら
、
危
機
と
し
て
う
け
と
め
、
そ
れ

に
對
處
す
べ
く
、
若
干
の
勧
告
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
勧
告
や
部
分
的
改
革
が
農
民
の
側
で
ど
う
う
け
と
め
ら
れ
た
か
、
ま
た
、
上

か
ら
の
農
業
政
策
に
對
し
て
、
農
民
が
ど
う
對
鹿
し
て
き
た
か
と
い
う
鮎
に
つ

い
て
、
史
料
の
上
で
は
、
未
だ
に
不
明
の
部
分
が
多
い
。

　

最
後
に
、
古
賀
論
文
「
會
議
派
に
よ
る
農
民
組
合
結
成
の
試
み
Ｉ
タ
ン
ト
ン

文
書
か
ら
Ｉ
」
は
、
一
九
四
五
年
八
月
、
折
か
ら
農
民
が
主
僣
的
に
組
合
を
結

成
し
、
積
極
的
に
運
動
を
展
開
し
つ
つ
あ
る
時
期
に
國
民
會
議
派
が
、
農
民
運

動
を
彼
ら
の
側
に
包
価
す
べ
く
、
一
九
四
五
年
八
月
に
タ
ン
ト
ン
ら
を
中
心
に

し
て
ア
ラ
ハ
。
ハ
ー
ド
で
開
催
し
た
農
民
組
合
「
再
建
」
の
會
議
内
容
と
そ
の
意

義
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
タ
ン
ト
ン
文
書
と
は
、
二
〇
世

紀
初
頭
、
イ
ン
ド
國
民
會
議
派
の
指
導
者
で
あ
り
、
ま
た
活
溌
な
農
民
運
動

指
導
者
で
あ
っ
た
プ
ル
シ
ョ
ッ
タ
ム
ー
ダ
ス
ー
タ
ソ
ド
ン
の
。
私
文
書
Ｃ
Ｐ
ｒ
i
-

ｖ
ａ
ｔ
ｅ
　
Ｐ
ａ
ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
Ｐ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ
ｈ
ｏ
ｔ
a
m
　
Ｄ
ａ
ｓ
　
Ｔ
ａ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
）
中
の
一
部
で
あ
る
。

　

”

　

以
上
、
各
論
文
を
ご
く
簡
略
に
紹
介
し
た
た
め
、
要
を
得
ぬ
紹
介
に
お
わ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
恐
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
本
書
は
、
軍
な
る
史
料

集
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
本
書
の
各
論
文
に
み
ら
れ
る
諸
課
題
を
相
互
に
検
討
し

た
時
、
従
来
、
い
ハ
ラ
ゼ
フ
で
あ
っ
た
問
題
が
集
約
さ
れ
、
新
た
な
研
究
の
展
望

が
開
け
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
、
今
後
の
研
究
に
大
き
な
刺

激
を
具
え
て
く
れ
る
。
（
七
二
・
五
・
二
〇
）

　
　
　
　
　
　

ぺ
重
松
伸
司
）
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